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2.旅行開始後の解除
①お客様の解除権
ア ． お客様のご都合により途中で離団された場合は、 お客様

の権利放棄とみなし、 一切の払い戻しをいたしません。
イ ． 旅行開始後であっても、 お客様の責に帰さない事由によ

り契約書面に記載した旅行サ ービスの提供を受けられな
い場合には、 お客様は取消料を支払うことなく当該不可
能になった旅行サ ー ビス提供に係る部分の契約を解除す
ることができます。 この場合当社は旅行代金のうち、 不
可能になった当該旅行サ ー ビスの提供に係る部分をお客

様に払い戻しいたします。
②当社の解除権
ア ． 旅行開始後であっても、 当社は次に掲げる場合において

はお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を
解約することがあります。

a． お客様が病気その他の事由により、 旅行の継続に耐えら
れないと認められるとき。

b． お客様が旅行の安全かつ円滑に実施するための添乗員等
の指示に従わない等、 団体行動の規律を乱し、 当該旅行
の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

C． 天災地変、 戦乱、 暴動、 運送・宿泊機関等のサ ー ビス提
供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事
由により旅行の継続が不可能となったとき。

イ ． 解除の効果及び払い戻し
本項「2の②のア」に記載した事由でお客様又は当社が
旅行契約を解除したときは、 本項「1の①のア」により
お客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除
き、 契約を解除したためにその提供を受けられなかった
旅行サ ービスの提供者に対して、 取消料、 違約料その他
の名目で既に支払い、 又は支払わなければならない費用
があるときは、 これをお客様の負担とします。 この場合、
当社は旅行代金のうち、 お客様がいまだその提供を受け
ていない旅行サ ー ピスに係る部分の費用から当社が当該
旅行サ ー ピス提供者に支払い又はこれから支払うべき取
消料・追約料その他の名目による費用を差し引いて払い
戻しいたします。

ウ． 本項「2の②のア」のa.cにより当社が旅行契約を解除
したときは、 お客様のお求めに応じてお客様のご負担で
出発地に戻るための必要な手配をいたします。

工 ． 当社が本項「2の②のア」の規程に基づいて旅行契約を
解除したときは、 当社とお客様との間の契約関係は、 将
来に向かってのみ消滅します。 すなわちお客様が既に提
供を受けた旅行サ ー ビスに関する当社の債務について
は、 有効な弁済がなされたものとします。
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当社は、「第11項の規定により旅行代金を減額した場合」又は

「前13項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除し
た場合」で、 お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、
旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起
算して 7 日以内に、 旅行代金の減額又は旅行開始後の解除によ
る払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日か
ら起算して 30日以内に、 お客様に対し当該金額を払い戻しい
たします。
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お客様は、 旅行開始後旅行終了までの間、 当該旅行参加者とし
で行動していただくときは自由行動時間中を除き、 旅行を安全
かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。
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(I)添乗員同行表示コ ー スには、 全行程に添乗員が同行いたし
ます。 添乗員の行なうサ ービスの内容は、 原則として契約書
面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務とい
たします。 旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の
指示に従って頂きます。 添乗員の業務は原則として8時から
20時までとします。

(2)現地添乗員同行表示コ ー スには、 原則として旅行目的地の
到拮から出発まで現地添乗員が同行いたします。 現地添乗
員の業務は本項「1」における添乗員の業務に準じます。

(3)個人型プランは添乗員等は同行いたしません。 お客様が旅
行サ ー ビスの提供を受けるために必要なク ー ポン類をお渡
しいたしますので、 旅行サ ー ビスの提供を受けるための手
続きはお客様ご自身で行って頂きます。

(4)現地添乗貝が同行しない区間及び現地係員が業務を行わな
い区間において、 悪 天候等によってサ ー ビス内容の変更を
必要とする事由が生じた場合における代替サ ー ピスの手配
及び必要な手続きは、 お客様ご自身で行って頂きます。
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1.当社募集型企画旅行契約の履行にあたって、 当社又は当社

が手配を代行させた者（以下「手配代行者」といいます）
の故意又は過失により、 お客様に損害を与えたときは、 そ
の損害を賠償いたします。 ただし損害発生の翌日から起算
して2年以内に当社に対して通知があった場合に限りま
す。

2.お客様が次に例示するような事由により、 損害を被った場
合は、 当社は原則として本項1の責任を負いません。

ア． 天災地変、 戦乱、 暴動又はこれらのために生じる旅行日
程の変更もしくは旅行の中止。

イ ． 運送・宿泊機関等のサ ービス提供の中止又はこれらのた
めに生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

ウ． 官公署の命令、 伝染病による隔離又はこれらのために生
じる旅行日程の変更、 旅行の中止。

工 ． 自由行動中の事故。
オ ． 食中毒。
ヵ ． 盗難。
キ ． 運送機関の遅延・不通・スケジュ ー ル変更・経路変更な

ど又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞
在時間の短縮。

3.手荷物について生じた本項「1」の損害につきましては、
本項「1」の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算し
て14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、
賠償いたします。 ただし、 損害額の如何にかかわらず当社
が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までといたしま
す。
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1.当社は第17項の1の当社の責任が生じるか否かを問わず、

募集型企画旅行契約約款特別補償規定により、 お客様が当
該旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、 その生
命、 身体又は荷物に被った一定の損害についてあらかじめ
定める額の補償金又は見舞金を支払います。

2.お客様が当該旅行参加中に被った損害が、 お客様の故意、
酒酔い運転、 疾病等のほか、 当該旅行に含まれない場合で、
自由行動中のスカイダイビング、 ハングライダー 搭乗、 超
軽呈動力機（モ ー タ ー ハングライダー 、 マイクロライト機、
ウルトラライト禍等）搭乗、 ジャイロプレー ン搭乗その他
これらに類する危険な運動中の事故によるものであるとき
は、 当社本項「1」の補償金及び見舞金をお支払いいたし
ません。 ただし、 当該運動が当該旅行日程に含まれている
ときは、 この限りではありません。

3.当社が本項「1」に基づく補償金支払義務と前 項により損
害賠償義務を重ねて負う場合であっても、 一方の義務が履
行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・
損害賠償義務とも履行されたものといたします。

4. 旅行日程中、 当社の手配に係る運送・宿泊檄関等のサ ー ビ
スの提供を受けない日に生じた事故及びお客様が被った損
害には特別補償規定による補償金及び見舞金の支払いはさ
れません。
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1. お客様の故意、 過失、 法令・公序良俗に反する行為、 もし

くはお客様が当社の募集企画型旅行契約約款の規程を守ら
ないことにより当社が損害を受けた場合は、 当社はお客様
から損害の賠償を申し受けます。

2.お客様が受けられる旅行サ ー ビスが契約書面どおりに適切
に提供されていないことがありましたら、 トラブルヘの迅
速な対応をさせて頂くために、 速やかに当社までお申し出
下さい。
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1. 当社は、 次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた

場合（ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます）
は、「お支払い対象旅行代金」に次表右襴に記載する率を
乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算し
て 30日以内に支払います。 ただし、 当該変更について当
社に第17項の1の規定に基づく責任が発生することが明
らかな場合には、 変更補償金としてではなく、 損害賠償金
の全部又は一部として支払います。

①次に掲げる事由による変更の場合は、 当社は変更補償金を
支払いません。（ただし、 サ ー ビスの提供が行われている
にもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸
設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金
を支払います）
ア． 旅行日程に支障をもたらす悪天候、 天災地変。
イ． 戦乱。
ウ． 暴動。
エ ． 官公署の命令。
ォ ． 欠航、 不通、 休業等運送・宿泊機関等の旅行サ ービス

提供の中止。
力 ． 遅延、 運送スケジュ ー ルの変更等当初の運行計画によ

らない運送サ ービスの提供。
キ ． 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措

置。
②第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該

解除された部分に係る変更の場合、 当社は変更補償金を支
払いません。

③次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最
終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、 契約書
面に記載した範囲内の旅行サ ー ピスヘの変更である場合」
は、 当社は変更補償金の額を支払いません。

2. 本項「 1 」の規定にかかわらず、 当社がひとつの旅行契約
に基づき支払う変更補償金の額は、 第7項の1で定める

「お支払い対象旅行代金」に15％を乗じて得た額を上限と
します。 またひとつの旅行契約に某づき支払う変更補償金
の額が1,000円未満であるときは当社は変更補償金を支払
いません。

変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率（％）
旅行開始前 旅行開始後

ー 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行 1 5 3 0 
終了日の変更

二 契約書面に記戟した入場する観光地又は観 1 0 2 0 
光施設（レストランを含みます）その他の旅
行の目的地の変更

三 契約言面に記戟した運送機関の等級又は 1 0 2 0 
設備のより低い料金のものへの変更（変更
後の等級及び設備の料金の合計額が契約
呑面に記戟した等級及び設備のそれを下回
った場合に限ります。）

四 契約召面に記載した運送機関の種類又は 1 0 2 0 
会社名の変更

五 契約吾面に記載した本邦内の旅行開始地 1 0 2 0 
たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる
便への変更

六 契約書面に記較した本邦内と本邦外との間 1 0 2 0 
における直行便の乗継便又は経由便への
変更

七 契約書面に記載した宿泊機関の程類又は 1 0 2 0 
名称の変更

八 契約書面に記載した宿泊橋関の客室の種 1 0 2 0 
類、設傭、景観その他の客室の条件の変更

九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツア 2 5 50 
ー ・タイトル中に記載があった事項の変更

注ー 「旅行開始前」とは、 当該変更について旅行開始日の前日ま
でに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、 当
該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合を
いいます。

注二 確定吝面が交付された場合には、「契約吝面」とあるのを
「確定言面」と読み替えた上で、 この表を適用します。 この
場合において、 契約書面の記載内容と確定書面の記載内容と
の間又は確定さ面の記載内容と実際に提供された旅行サ ー ピ
スの内容との間に変更が生じたときは、 それぞれの変更につ
き 一件として取り扱います。

注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の
利用を伴うものである場合は、 一泊につき 一件として取り扱
います。

注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又
は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が 一乗車船等
又は一泊の中で複数生じた場合であっても、 一乗車船等又は
一泊につき 一件として取り扱います。

注六 第九号に掲げる変更については、 第一号から第八号までの率
を適用せず、第九号により ます。
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旅行代金に関する基準日は、弊社募集広告等に明示した日となります。
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1. パンフレット掲載の風景写真は、 撮影時期及び天候の関係

で実際とは情景が異なる場合があります。 又、 料理写真・
客室写真は一例ですので実際とは異なる場合があります。

2.お客様の都合による便変更・延泊等の行程変更はできませ
ん。 お乗り遅れの場合、 お申込みツアーを取消または継続す
るかのご意向を、 お申込み店または当社まで必ずご連絡くだ
さい。尚、 ご旅行を継続する場合は別途航空券をお客様のご
負担でご購入して頂くことになりますが、 その際、 ご搭乗予
定分の航空便の払戻しはできませんので予めご了承願います。

3.事故・天候等不可抗力により航空機・パス等運送横関が中止
または遅延となり行程の変更や日程の延長が生じた場合の
宿泊費・交通費・航空券代等はお客様の負担となります。又、
目的地滞在時問の短縮による補償も応じられません。

4 .天候等及び航空会社の都合による欠航または遅延の場合、
利用航空会社の前後便に空席のある限り振替輸送をさせて
頂きます。尚、 他社便または代替航空横関への振替は行い
ませんのでご了承ください。 又、 上記により宿泊及び 交通
費等の追加費用が発生した場合のご請求には応じられませ
んので予めご了承ください。

5.旅行開始後においてお客様の都合で宿泊・食事・観光等のサ ー

ピス提供をお受けに ならなかった場合、払戻しはできません。
6.旅館、ホテル等において、お客様が酒頚、料理その他のサ ー ビスが

追加された場合は原則として消費税等の諸税が課せられます。
7.当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

8.パンフレット掲載の各コ ー スの航空運賃は包括旅行運賃又
は個人包括旅行運賃を利用しております。

■個人情報の取扱について
当社および当社の受託委託旅行業者（以下「販売店」といいます）は旅行お申込み
の際ご提出いただいた申込己に記載の個人情報について 、 お客様との連絡に利用さ
せていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において、運送·宿泊機関等
の提供するサー ビスの手配及びそれらのサー ビスの受領のための手続きに必要な範
囲で利用させていただきます。このほか当社及び販売店では①当社及び当社と提携
する企業の商品やサー ピス、キャンベーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感
想の提供のお願い 、 ③アンケー トのお願い 、 ④特典サー ビスの提供 、 ⑥続計資料の
作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

5, 観光庁長官登録旅行業 第1507号

スカイパックッァ—ス株式会社
http://www.skypaktours.eo.jp/ 

本 社 〒103-0004東京都中央医東日本橋1丁目1番5号
京王東日本橋第二ビル9階

TEL 03-5821-8551 FAX 03-3861-6920 
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